
国立大学法人東京科学大学 産学連携活動の実施における利益相反マネジメントポリシー 

１．趣旨 
東京科学大学（以下「本学」という）は，科学に立脚して社会の発展に指導的役割を果たすことのでき

る市民を育成し、理学，工学，医学，歯学，人文社会科学及びこれらの融合学術分野の理論と応用を研究
し，その深奥を究めて科学と技術の水準を高めることを目的とし，もって文化の進展に寄与し，地球上全
ての構成員の福祉に貢献することをその使命としている。 
 本学はその使命を達成するために、先駆的なガバナンスの下、外部からの資源獲得をいっそう進めると
ともに、地球規模の課題解決に向けて、その知を結集し、より大きな役割を果たすため、社会と連携し、
産業の発展と医療の進歩を牽引する必要がある。 
 こうした社会との関わりの中で、職員等と連携先企業等との関係で生ずる義務が、職員等が大学から求
められる義務と衝突すること（利益相反）が生じ得る。 
 そのような状況下で、本学が社会からの信頼を損なうことなく産学連携活動等を推進していき、また、
産学連携に関する活動を進めている本学の役職員個人を支え，意欲的な役職員がその能力を最大限に発
揮できるような環境づくりを行うため、本ポリシーを制定し、運用する。 

２．マネジメントの対象 
本ポリシーは本学の教職員が共同研究等の産学連携活動を実施するにあたり、利益相反状況が生じた

際、どのようにマネジメントを行うかを定めたものである。 
（１） 個人としての利益相反

職員等が企業等との関係で有する利益や責務が、本学の職員等としての責任と相反する又は
相反しているように見える状況をいう。 

（２） 組織としての利益相反
本学が、組織としての決定を下す際に組織的産学連携活動等に伴って得る利益と、大学の教

育・研究の責務が相反している又は相反しているように見える状況を言う。 

３．マネジメントの実施 
（１） 体制の構築

(ア) 本学は、職員等が公正かつ効率的に産学連携活動等に取り組めるよう利益相反に関する学
内ルールを整備し、利益相反マネジメント委員会を中心とした利益相反マネジメント体制
を構築する

(イ) 委員会は，基本的考え方に基づき，利益相反状況を的確に把握するとともに，委員会での審
議を経て適切に対処する。

(ウ) 委員会は，的確な利益相反マネジメントを実施するために，役職員及び組織の長に対して，
産学連携に関する必要な情報の開示を求め，必要な場合には利益相反状況回避のための措
置を求める。

（２） 情報の保護
委員会は，その他利益相反状況の報告，対応方策の検討，審議，決定及び実施の全過程に

おいて，関係する役職員個人や企業等関係する者の秘密とすべき情報を適切に管理するも



のとする。 
（３） 臨床研究に対する利益相反マネジメント

臨床研究については、特に被験者の生命、健康、プライバシー及び尊厳を擁護する必要が
あるため、より注意をもって、利益相反マネジメントを行う必要がある。 

（４） 社会への説明
本学が定める利益相反マネジメントに従って産学連携活動を行う組織又は役職員に対し

て社会から疑義が提起された場合には，本学が利益相反マネジメントについての説明責任
を果たす。


